
 
 

 

保育所におけるインフルエンザ感染時の登園基準について 

インフルエンザの登園基準は、 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後３日を経過するまで」です。 

 

出席停止の日数の数え方について 

 

「発症した後 5日を経過するまで」の数え方 

「発症」とは、「発熱等」の症状が現れたことを指します。 

発症した日（発熱等が始まった日）は含まず、翌日を第１日目と数え、5 日目までお休みをします。 

 

「解熱した後３日を経過するまで」の数え方 

解熱をした日は、日数に数えず、その翌日から 1日目と数え、3日目までの 3日間をお休みします。 

※発熱・解熱の体温に関する一律の基準はありません。個々の平熱に応じて、個別に判断します。子ども一人

一人の元気な時の「平熱」を知っておくことが重要です。 

 熱の経過やその他の症状等、登園再開の判断で悩む場合は、医療機関にご相談ください。 

 

＜保護者記入欄＞ 

以下のとおり、発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後３日を経過したため、 

登園可能であることを報告いたします。 

 

※体温は、その日の最高体温をご記入ください。 

 

  
原則として５日間は登園不可 

 

 発症当日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

〈例 1〉 

発熱 2日目 

に解熱 

発熱 発熱 

 

 

 

解熱 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

解熱後 

３日目 
登園可能 

〈例 2〉 

発熱 4日目 

に解熱 

発熱 発熱 発熱 発熱 

 

解熱 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

解熱後 

３日目 

 

 発症当日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

日付 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日   月 日  月 日   月 日 

体温  ℃   ℃ ℃   ℃   ℃   ℃   ℃     ℃    ℃ 


